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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 26 日開催予定の第 67 期定時株主総会に、下記の

とおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

当社及び当社子会社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条

（目的）に事業目的を追加するものであります。 

 

２．変更の内容 

変更の内容は別紙のとおりであります。 

 

３．日  程 

定款変更のための株主総会開催日 2019年６月 26日 

定款変更の効力発生日  2019年６月 26日 

 

 

以 上 
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（別紙） 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

現 行 定 款 変  更  案  

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。 

1.～3.     （条文省略） 

        （新  設） 

 

 

4.～7.      （条文省略） 

8. 前各号（第２号、第３号及び第５号を除

く。）の製品・物品の修理、保守サービ

ス 

 

9. 前各号（第２号、第３号及び第８号を除

く。）の製品・物品・著作物・ソフトウ

ェアのレンタル並びにリース 

10.～34.     （条文省略） 

        （新  設） 

35.        （条文省略） 

（目的） 

第２条      （現行どおり） 

 

1.～3.     （現行どおり） 

4. 自動車（電気自動車・二輪自動車を含

む。）及び自動車部分品の開発、製造、

販売並びに輸出入 

 5.～8.     （現行どおり） 

9. 前各号（第２号、第３号及び第６号を除

く。）の製品・物品の修理、整備、検

査、保守サービス 

10. 前各号（第２号、第３号及び第９号を

除く。）の製品・物品・著作物・ソフト

ウェアのレンタル並びにリース 

11.～35.   （現行どおり） 

36. 発電事業 

37.      （現行どおり） 

 


